
資 金 収 支 計 算 書 【資金収支計算書について】

平成１９年　４月　１日から 　　学校法人会計基準では、既述の消費収支計算書のほかに、資金ベースでの収支を表わすものとして

平成２０年　３月３１日まで 　資金収支計算書の作成が義務づけられています。内容は、消費収支計算書と重複する部分が多くあり
     (単位  円） 　ます （例：消費収支計算書の「学生生徒等納付金」が、資金収支計算書では「学生生徒等納付金収入」
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